
 

2025.９．２７(土）「他法について学ぶ」  
参加者アンケート 

40 件の回答 
 

今回の研修会の参加についてお尋ねします。  

40 件の回答 

１．研修案内が送られてきたから  
２．人に勧められたから 
３．ケアマネット２1 の HP を見て  
４．主任ケアマネ研修更新のため 

 
 
 

あなたがこの研修会に参加した動機を教えてください。  

40 件の回答 

 
1. 学びを深めたいから  
2. 受講証明書が発行されるから 
3. 参加費が安いから 

 
 
 

本日の研修（講義‧演習）の感想をお聞かせください。  

40 件の回答 

 
１．とても参考になった  
２．参考になった  
３．あまり参考にならなかった  
４．参考にならなかった 

 
                    １／４ 



本日の研修（講義‧演習）の感想をお聞かせください。  

28 件の回答 

 
・分かりやすかったです。 
・障害福祉サービスについて、制度や対象者、介護保険制度との適用関係など、詳しく知ることができ、

障害福祉について理解する機会になった。生活保護法について、ケアマネとの連携や 疑問点など、  
具体的に研修して頂き、理解しやすかった。 
分かりやすく研修をして頂き、あり がとうございました。 

・詳しくわかりやすい研修でした 
・わかりやすい説明で、次回も関連した内容の研修をお願いしたいと思いました。 
・質疑応答の時間があると良かったと思います 
・障害も生活保護の方も対応するが、頻繁ではないので詳しく知る機会が欲しいと思っていた。  

仕組みが理解でき、今後に役立てたい 
・障害福祉サービスがよく理解できた。生活保護法の指定機関のしおりきちんと説明してくれた ので 

今までで一番良かった。 
・障害の仕組みがわかりやすかった 
・居宅療養管理指導の導入など、とても勉強になりました。ありがとうございました。 
・分かりやすく、実際業務して中で感じることもあり、重なって理解しやすかったです。 
・障害福祉について詳しく学ぶことができ、ケアマネとして利用者‧家族の支援に役立てることができ 

そうです。 
・生活保護制度、障害福祉サービスの内容を詳しく知ることが出来て、とても参考になりました。 

今後の業務に役立てたいと思います。 
・今回は普段､なかなか聞けなかったり悩む部分を障害や保護の支援について聞く事ができて勉強に 

なりました！  
今後の仕事に役立てて行きたいと思います！  
ありがとうございました！  

・勉強になりました  
・両下肢切断をされ要支援 2 の方ですが介護保険と障害支援のサービスを利用されており引き継ぎで 

そのまま担当になり勉強になりました。  
・障害サービスの利用についてより深く学べ、共生サービスに興味を持ちました。 
・障害や生活保護の制度について、とても、分かりやすく講義して頂いて、良かったです。 
・他法について、理解を深めた 
・大変参考になりました 
・業務の再確認になって良かったです 
・大変勉強になりました。ありがとうございました 
                   ２／４ 



・障害や生活保護など社会保証制度の学びになり、良かったです。 
・障害福祉や生活保護制度で知らないことが多々あり、勉強になりました 
・受け持っている利用者様も無かったり少ない経験で曖昧で不安だったので再度基本が学べてよかった

です。 
・障害福祉サービスと生活保護の役割を再認識できました。今後の取り組みに生かしたいです 
・障害サービスについては大まかには知っていましたが、就労継続 B 型がデイの代わりになっていると

は少し驚きましたが、適正な利用に期待します。 保護課の講義については再度確認できましたが、  
何点か疑問が残りました。 
① 障害サービスのみ利用している利用者が 65 歳になる直前 ではなく、少なくても 1〜2 年位前から

介護保険へスムーズに移行できるよう保護課 cm、cw.障 害福祉課が利用者本人とサービス量につ
いてよく協議する必要があると思います。障害サービ スは、介護サービスよりもサービス量が多
く設定されることもあり、サービス調整を全くせず 65 歳になってケアマネが担当したときの調
整負担はかなりのものです。早めに保護課 cm が関わ ることで適正なサービスに導くことができ
ると思いますし、保護課 cm が行うべき「適正化」で はないでしょうか？  

② 居宅療養管理指導を利用する場合、なぜケアマネが居宅療養管理指導を算定する側と利用者との
間の契約書の写しを提出する必要があるのでしょうか？ 
ケアマネは、事業所とサービス側との契約書までの管理はしません。算定する側に保護課から契約
書の写しの゙提出依頼をすれば済むことですし、ケアプランには居宅療養管理指導を算定するこ
とを記載しています（していないケアマネさんもいるかもしれませんが） 関係機関との連携はと
ても大切ですが、契約書の゙提出をすることが「連携」ですか？ ケアマネが契約書を提出しなけ 
ればならない根拠がわかりません。  

・重度訪問介護の詳細などをもっと知りたかった 
 

今後、企画してほしい研修内容や活動内容などがありましたら、 
ご自由にご記入ください。  

11 件の回答 

 
・事例検討会 
・サ高住、住宅型などの施設の内容や巡回サービス（関わっていないので仕組みがわからない）、 療養型

医療施設など、サービスの理解を深めたい 
・倫理 
・ヤングケアラーの研修など勉強したいです 
・薬の副作用などについての研修があれば参加したいです。 
・医療との連携や病気、薬について 
・災害や bcp の見直しの再確認に役立つ研修を企画して欲しいです。 
・地域社会のボランティア制度を知りたい 
                   ３／４ 



・アセスメントを深める 認知症の方の服薬、糖尿病 
・独居の難病、障害者への支援 
・精神の方の受診の繋げ方など 
 

あなたのことについてお答えください。 

40 件の回答 

１．会員  
２．非会員 

 
 
 
 

ケアマネジャーとしての実務経験  

40 件の回答 

5 年未満  
5 年〜８年  
9 年〜１２年 

１３年〜１６年 
１７年以上 

 

あなたの前職は何ですか。  

40 件の回答 

１．介護福祉士  
２．看護師  
３．社会福祉士  
４．⻭科衛生士  
５．言語聴覚士  
６．ヘルパー  
７．看護助手  
８．生活相談員 

 
                ４／４                      以上 




